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橿原市監査公表第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等

監査を橿原市監査基準（令和２年橿原市監査公表第４号）に準拠し実施したので、その結果

を同条第９項の規定により公表します。 

 

令和７年１２月１９日 

                       

橿原市監査委員   久保田   幸治 

橿原市監査委員   中   達  也 

橿原市監査委員   奥 田  寛 

 

財政援助団体等監査の結果報告について 

  

第１ 監査の対象 

 １ 対象団体 

  公益社団法人橿原市スポーツ協会 

 

２ 対象事務 

令和６年度財政的援助（橿原市スポーツ協会運営補助金）に係る出納その他の事務の

執行 

 

第２ 団体の概要 

  公益社団法人橿原市スポーツ協会（以下「本協会」という。）は、橿原市におけるスポ

ーツの振興を目的とした事業を行い、市民の健康増進及び体力向上を図り、スポーツ精

神を養い、もって明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とし、昭和３１年

に橿原市体育協会として設立された。その後、平成１９年に社団法人格を取得し、平成

２６年には公益社団法人認定を受け、名称も橿原市体育協会から現在の名称に改められ

た。 

  本協会の事業の実施概要は、次に掲げるとおりであり、令和７年３月末で３１団体、約

８，０００人が本協会に加盟し、各種スポーツを実践している。 

（１）各種スポーツスクール及びスポーツ大会の企画・運営に関する事業 

（２） スポーツ競技の指導者及び審判員の育成並びに競技力の向上に関する事業 

（３） スポーツ団体の組織強化及び活動助成事業 

（４） 青少年のスポーツ活動の育成・振興に関する事業 
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（５） スポーツ競技及びスポーツ施設に関する情報の収集及び市民への情報提供 

（６） 市民スポーツの振興に係る各種顕彰事業 

（７） 体育施設の安定した管理運営及び施設利用の各種スポーツ事業の展開 

（８）その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

  また、令和６年度の本協会事務局の体制は、市派遣職員１人、一般職員２人、嘱託職員

２人、臨時職員２人の計７人である。 

 

第３ 橿原市からの財政的援助 

  本協会は、令和６年度に橿原市における特定の団体等に対する補助金等交付要綱（平成

２５年橿原市告示第９５号。以下「交付要綱」という。）に基づき、橿原市から橿原市ス

ポーツ協会運営補助金（以下「運営補助金」という。）として、１１，８５０，０００円

の交付を受けている。 

 

第４ 監査の期間 

令和７年８月２０日から同年１０月２７日まで 

 

第５ 監査の着眼点 

 １ 本協会関係 

（１）事業計画書、予算書、事業報告書、決算書等と市所管課へ提出した補助金交付申請

書、実績報告書等は符号しているか。 

（２）補助金の交付申請書の提出、補助金の請求、受領は適時に行われているか。 

（３）補助金の対象事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分に効果が挙げられ

ているか。 

（４）補助金が補助の対象事業以外に流用されていないか。 

（５）補助金の収支等会計経理は適正に行われているか。 

（６）出納関係の帳票の整備及び記帳は適正か。 

（７）領収書等の証拠書類の整備、保存は適正か。 

（８）補助金の使途の特定は適正に行われているか。 

（９）精算報告は適正に行われているか。 

（１０）精算に伴う返還金の返還は適時に行われているか。 

（１１）現金や預金通帳、銀行印等の管理体制は適切か。 

（１２）補助金により取得した備品等の管理に問題はないか。 

 

 ２ 市所管課関係 

（１）補助金の決定は、法令等に適合しているか。 
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（２）補助金交付要綱は整備されているか。 

（３）補助金の交付目的及び対象事業の内容は明確か。公益上の必要性が認められるか。 

（４）補助対象経費が明確になっているか。 

（５）団体に対する補助金の経理についての指導監督は適切に行われているか。 

（６）補助金の効果、条件履行、対象経費、使途の適正性等の確認は、実績報告書等によ

り行われているか。 

（７）補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

（８）精算報告書の内容は、必要に応じて領収書等証拠書類との突合を行うなど、十分に

確認がなされているか。 

 

第６ 監査の実施内容 

  前記第３の運営補助金に係る出納その他の事務の執行について、本協会及び市所管課で

あるスポーツ推進課から必要な資料の提出を求め、監査当日に関係職員から事情聴取する

とともに、関係諸帳簿等について事務局職員による点検及び確認を行うことにより、監査

を実施した。 

 

第７ 監査の結果 

前記のとおり監査した限りにおいて、令和６年度財政的援助（運営補助金）に係る出納

その他の事務の執行について、以下のとおり一部に是正又は改善が必要である事項が認め

られた。 

指摘事項について、措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づ

き、当該措置の内容を監査委員に通知されたい。 

 １ 補助対象経費の非該当について（本協会及び市所管課） 

   運営補助金について、補助金を充当することができる経費は、交付要綱別表において

規定されている。しかしながら、会議用飲料については、補助対象経費のいずれにも当

てはまらず、本協会が支出した会議用飲料２，２８０円は補助対象経費には該当しない。 

   また、電報料については、令和３年３月に定められた橿原市補助金等の執行手続きに

係る統一的な取扱基準である「補助金等取扱基準」において、補助対象経費に関し「団

体等の運営や補助事業と直接関係しない経費は除く」とあり、かつ慶弔費等の交際費は、

補助対象経費の範囲外とあるため、本協会が支出した電報料４，８４０円は補助対象経

費には該当しない。 

   市所管課においては、補助金交付にあたって、各経費がそれぞれの補助対象となる経

費であるかどうかについて、十分に確認する必要がある。しかしながら、交付要綱別表

に規定する補助対象経費の範囲に該当しない経費が計上され、令和６年度分の運営補助

金の額の確定が行われていた。 
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 ２ 現金出納帳の記載誤りについて（本協会） 

   本協会が独自に定める本協会会計処理規程（以下「会計規程」という。）第２７条に

おいて、「出納責任者は、現金残高と現金出納帳の残高を毎日照合しなければならない。」

と規定されている。しかしながら、関係書類の確認として現金出納帳と本協会通帳の入

出金明細を照合したところ、金額が一致していないものがあった。 

    

なお、前記のほか、市所管課において、起案の決裁区分誤りや公印確認印漏れが見受け

られたので、今後の事務の執行において適正に処理するよう留意されたい。 

 

（付記） 

本協会会計規程第６条第２項において、「会計責任者は、専務理事とする。」と規定され

ている。また、同規程第２２条において、「金銭等の出納保管並びに備品等の管理処分の

事務を行う出納責任者は事務局長とする」と規定されている。 

他方、令和６年６月９日から本協会内の専務理事の役職が新たに選任され、本協会事務

局長が専務理事の役職も務めている。 

このように会計規程上、会計責任者と出納責任者が同一者となっている運営体制は本協

会定款等には相反しないが、内部牽制に配慮した会計及び財務処理の観点から十分留意し

た運営体制となるよう検討されたい。 


